
公募に係る過去の主な質問事項
番号 質問内容 回答

1
サービスを運営する事業者とは別の者が建物を所有する場合，施設整備
費に係る補助は対象にはならないのか。

募集要項に記載のとおり，補助対象とはなりません。

2
「応募書類一覧」のうち資金関係に係る区分１５及び１６に「寄付」関
係の資料があるが，市に寄付が必要ということか。

市への寄付は必要ありません。
対象サービス事業所の整備・運営に当たり，個人や団体等から寄付を受ける場
合を想定しております。

3
完了時期ついて，応募した年度内に工事着工すれば，完成が募集要項に
記載の完了時期より遅れても差し支えないか。

募集要項に記載の完了時期が原則となっております。
工事着工後に当初想定できなかった不測の事態が生じた際には，年度をまたぐ
繰越での対応をすることはありますが，当初契約から繰越を見込んだ工事の工
期設定は想定しておりません。

4
未整備圏域内の整備可能な土地が見つからない。宇都宮市内の別の土地
で申請準備をしても問題ないか。

「募集圏域」における整備を優先としておりますが，それ以外の場所での申請
も可能です。

5
募集要項に記載の「本市の手続きに準拠した入札及び契約等」につい
て，それが確認ができる資料はどこで確認できるか。
また，公募申請の段階で設計業者に依頼する場合も入札が必要か。

整備事業者として選定された後の契約につきましては，本市の手続きに準拠し
ていただくことになるため，選定された事業者へマニュアル等を送付させてい
ただく予定です。
なお，設計業者の選定にあたっては，入札による方法等までは求めておりませ
ん。

6 建築確認申請における用途分類は何になるか。

用途等につきましては，都市計画課及び建築指導課等へご確認ください。
なお，募集要項にも記載のとおり，土地及び建築物等，計画全体に係る関係法
令の遵守については，各関係課へご確認ください。各関係課につきましては，
「別紙様式ｂ」の「関係所管課等事前協議確認票」によりご確認ください。

7
応募書類は正本１部、副本９部で、副本はコピー可とのことだが、証明
書類（登記事項証明書、公図等）についても同様と考えてよいか。

貴見のとおりです。

8
「老人保健福祉施設整備計画概要書」の中で、総事業費の欄があるが、
入札時に誤差が生じた場合には、修正対応と考えてよいか。

計画概要書に記載する総事業費は，計画段階のものとなっております。入札に
より計画時の金額と変更が生じた場合であっても，再度計画概要書を提出いた
だく必要はございません。



9
「老人保健福祉施設整備計画概要書」に記載する各種 積について、確

認申請等の行政手続き中に調整が生じた場合は、修正対応と考えてよい
か。

募集要項に記載のとおり，応募書類の受付以降における差替及び再提出は原則
として認めておりません。
また，整備事業者として選定後の整備計画の変更は，原則認められません。利
用者サービスの向上につながるものや，事業所の実施設計に伴う等やむを得な
いもので審査結果に影響を与えないもののみ，本市と協議の上，認めることと
しております。

10
「面積表」に「木材使用の有無」の欄があるが、各室において部分的な
使用においても「有り」と判断してよいか。または本内容は仕上材のみ
と考え、下地材は考慮しないと考えてよいか。

仕上材に使用している木材に限定していないため，全て記載してください。ま
た，特筆すべき事項等がございましたら，備考欄もご活用ください。

11 「事業に係る収 計画書」の３年分とは、いつの分になるのか。
事業開始後の３か年分に係る収支計画となります。
（令和８年度公募の場合は，令和９年度，１０年度，１１年度となります。）

12
「指導監査など実施による指導（調査）に係る改善を要する事項に対す
る報告書の写し」とは、運営指導と考えてよいか。

運営指導や監査等となります。

13
「社会福祉法人調書」の中で、「施設名」「施設種別」「定員」「施設

所在地」については、今回の公募施設の内容を記 すればよいか。
貴見のとおりです。

14
駐車スペースとして土地を購入する場合の費用は整備費の対象となる
か。

当該費用は，公募に係る事業費においては，総事業費のうち土地取得費として
記載が必要になりますが，整備に係る補助においては，土地購入に係る費用は
対象外となります。

15 開設準備経費はどのような経費が対象か。

開設準備経費に係る補助は，円滑な開所に必要な費用を補助することで開設時
から安定した質の高いサービス提供を図ることを目的にしているものであり，
対象経費は以下となっております。
なお，事業開始（開所）前に金額が確定し，実績報告をあげられる経費に限ら
れますのでご注意ください。

【対象経費】
需用費：消耗品費（紙・筆記用具などの物品購入費用）
燃料費：ガソリン・灯油などエネルギー源となる物品の購入費用
印刷製本費：書類や資料の印刷、製本にかかる費用
光熱水費：電気、ガス、水道などの料金
役務費：通信費・運搬費・手数料など
使用料及び賃借料
備品購入費（備品設置に伴う工事請負費を含む）
報酬，給料，職員手当等，共済費，賃金，旅費            など


